
地域 

項目 
神 戸 市 （神戸市開発事業の手続き及び基準に関する条例）

適用範囲 市街化区域内にて行われる宅地開発または中高層等の住宅建設等を対象とし、都市計画法に基づく開発許可が必要な開発行

為や、建設戸数４０戸以上の事業等に適用する。また、市街化調整区域において行われる開発事業についても本基準を準用す

る。

宅地事業計画 １.１戸当り敷地面積は、独立住宅は原則として１００㎡以上とする。 

２.１戸当り人員…集合住宅２.６人（住戸専用面積３０㎡未満のワンルームマンションは１.０人）、独立住宅３.０人 

協議・協定 本市条例、関係法令、本市都市環境基準等を遵守し、事前に市長と協議のうえ、その指示に従うこと。 

公共・公益施

設の負担 

公益施設が必要な際には、用地の確保について市と事業者が協議する。 

公

共 

・

公

益

施

設 

道 路 １.主要道路の幅員は、開発事業の予定建築物等の用途、規模及び、交通の規制に応じて定める。

２.区画街路の幅員は、原則として６ｍ以上とする。

公 園 
※ 独立住宅の建設を目的とする場合は、開発区域面積の３％以上（最低面積１５０㎡）の公園、集合住宅の建設を目的と

する場合は、計画人口１人当り１㎡以上（最低面積１５０㎡、上限６％）の公園、住宅以外の建設を目的とする場合

は、開発区域面積の３％以上の公園、緑地、又は広場を整備する。集合住宅の建設を目的とする開発行為で公園の必要

面積が５００㎡未満となる場合、また、住宅以外の建設を目的とする開発行為の場合は、市への帰属を伴わない自主管

理公園とする。 

その他 １ha 以上の開発については、開発事業区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要 
な措置が講ぜられるように設計を定めること。 

上・下

水道 

１.本市水道事業管理者が定める基準により、給水に必要な施設を設置すること。

２.下水道施設は、開発区域の規模、計画人口、地形等から想定される汚水量及び地形、降水量等から想定される雨水量を支障

なく処理できるよう計画し、汚水と雨水とを別々の管路で排除する分流式にするものとする。

消防施

設 

１.消防水利の配置は、開発事業区域全体が、近隣商業、商業、工業、工業専用地域は半径80ｍの円、その他の地域は半径100m 

の円で包含されるように消防水利を設置すること（既存消防水利により包含されている場合を除く）。ただし、中規模開発

事業及び大規模開発事業を行う場合には、設置する消防水利の一以上を防火水槽としなければならず、開発区域面積が3000 

㎡以降６ha 増加するごとに一の防火水槽を加えるものとする。

２.４階層以上又は地上高15ｍを超える建築物にあっては、消防活動空地を設けるものとする。 

環境保全 １.開発地区の選定、土地利用計画・環境整備計画の策定にあたっては、公害の発生を未然に防止し得るよう措置すること。

２.開発事業のうち、神戸市環境影響評価等に関する条例、関係法令その他特別の定めのあるものについては、環境影響評価を

実施すること。

文化財の保護 開発地区の選定にあたっては、文化財の分布について事前に十分調査を行うものとし、文化財が多く分布する地区は、開発 

を努めて避けること。 

その他の措置 １.開発区域内において集合住宅の建設をする場合には、神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例の規定による駐車場の確保

に関する指導に従うものとする。

２.集会所（２０ｈａ未満の開発行為で計画戸数が２００戸以上のとき）、地域福祉センター、ごみ集積施設（建築戸数２０戸

以上のとき）等を確保する。

３.交通施設を整備する必要がある場合には、交通事業管理者と協議し、必要な整備費等を負担するものとする。

施行改正年月

日 

平成 30 年 6 月 1 日施行 


